
株式会社国際協力銀行（法人番号6010001145977）の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

国会で認められた予算に従い、国家公務員指定職に準じた水準としている。

役員報酬への業績反映は行っていない。

取締役会長
　　当行の令和7年度における取締役会長の役員報酬基準の内容は以下のとおり。
　　　・本俸（月額）　 　　　　 ：1,254千円

常勤監査役

　　当行の令和7年度における常勤監査役の役員報酬基準の内容は以下のとおり。
　　　・本俸（月額）　 　　　　 ：865千円
　　　・特別調整手当（月額）：本俸×0.2
　　　・特別手当（年額）　 　 ：【（本俸月額＋特別調整手当月額）＋（本俸月額×
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　0.25）＋｛（本俸月額＋特別調整手当月額）×0.2｝】
                                        ×支給割合（＊）　　　　　　　　　　 （＊）支給割合：年3.5ヵ月

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容
　　　当行の令和7年度における代表取締役総裁の役員報酬基準の内容は以下の
　　とおり。
　　　・本俸（月額）　 　　　　 ：1,254千円
　　　・特別調整手当（月額）：本俸×0.2
　　　・特別手当（年額）　 　 ：【（本俸月額＋特別調整手当月額）＋（本俸月額×
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　0.25）＋｛（本俸月額＋特別調整手当月額）×0.2｝】
                                        ×支給割合（＊）　　　　　　　　　　 （＊）支給割合：年3.5ヵ月

代表取締役
総裁

代表取締役
副総裁

　    当行の令和7年度における代表取締役副総裁の役員報酬基準の内容は以下
    のとおり。
　　　・本俸（月額）　 　　　　 ：1,199千円
　　　・特別調整手当（月額）：同上
　　　・特別手当（年額）　 　 ：同上

代表取締役
専務取締役

　    当行の令和7年度における代表取締役専務取締役の役員報酬基準の内容は
  以下のとおり。
　　　・本俸（月額）　 　　　　 ：1,149千円
　　　・特別調整手当（月額）：同上
　　　・特別手当（年額）　 　 ：同上

常務取締役

　   当行の令和7年度における常務取締役の役員報酬基準の内容は以下のとお
    り。
　　　・本俸（月額）　 　　　　 ：1,100千円
　　　・特別調整手当（月額）：同上
　　　・特別手当（年額）　 　 ：同上



２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

25,475 15,048 7,417 3,009
（特別調整手当）

＊

千円 千円 千円 千円

24,357 14,388 7,092 2,877
（特別調整手当）

※

千円 千円 千円 千円

23,341 13,788 6,796 2,757
（特別調整手当）

※

千円 千円 千円 千円

22,349 13,200 6,506 2,643
（特別調整手当等）

※

千円 千円 千円 千円

22,346 13,200 6,506 2,640
（特別調整手当）

※

千円 千円 千円 千円

22,346 13,200 6,506 2,640
（特別調整手当）

※

千円 千円 千円 千円

15,048 15,048 -            -            
（　　　　）

※

千円 千円 千円 千円

2,237 2,237 -            -            
（　　　　）

令和7年6月20日

千円 千円 千円 千円

10,068 10,068 -            -            
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

7,830 7,830 -            -            
（　　　　）

令和7年6月20日

千円 千円 千円 千円

15,429 8,594 5,116 1,718
（特別調整手当）

令和8年1月29日 ※

千円 千円 千円 千円

2,142 1,785 -            357
（特別調整手当）

令和8年1月29日 ※

千円 千円 千円 千円

8,880 8,880 -            -            
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

8,880 8,880 -            -            
（　　　　）

注1：「特別調整手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注2：本表の「前職」欄の「*」は退職公務員であること、「※」は独立行政法人等の退職者であることを示す。
      該当がない場合は空欄。 
注３：各項目で端数処理を行っているため、各項目の合計が、総額と一致しない場合がある。

取締役会長
（非常勤）

B監査役

C常務
取締役

D監査役
（非常勤）

A取締役
（非常勤）

B取締役
（非常勤）

C監査役
（非常勤）

C取締役
（非常勤）

A監査役

B常務
取締役

前職

A常務
取締役

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

代表取締役
総裁

代表取締役
副総裁

代表取締役
専務取締役



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

【主務大臣の検証結果】

監査役
（非常勤）

　　同上

　　役員報酬は上述の基本的な考え方に基づき、国会で認められた予算に従い、
　国家公務員指定職に準じた水準としていることから、適正な水準と判断している。

取締役会長
（非常勤）

　　同上

取締役
（非常勤）

　　同上

監査役 　　同上

代表取締役
副総裁

　　同上

代表取締役
専務取締役

　　同上

常務取締役 　　同上

代表取締役
総裁

　　　役員の報酬水準については、基本的な考え方として以下の点に配慮しつつ、
　　国会の議決を経て決定された人件費予算の範囲内で適正に執行・管理している。
　　　・各役職の職責及び必要とされる能力に応じたものであること。
　　　・我が国の対外経済政策の遂行を担う本行の業務を適切にこなし得る人材を
　　　　確保すべく、国際業務展開を行う民間金融機関等における報酬水準を踏まえ
　　　　つつ決定すること。
　　　・本行の業務及び財産の公共性に鑑み、その総額を含め、適正かつ効率的な
　　　　ものとなるよう配慮すること。



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

6,119 3 8 令和8年1月29日 1.5 ※

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

C常務
取締役

取締役会長
（非常勤）

法人での在職期間

A常務
取締役

B常務
取締役

代表取締役
総裁

代表取締役
副総裁

A取締役
（非常勤）

D監査役
（非常勤）

B監査役

C監査役
（非常勤）

C取締役
（非常勤）

代表取締役
専務取締役

B取締役
（非常勤）

A監査役



５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

B取締役
（非常勤）

該当者なし

　　当行の役員の業績評価は、内部規程の定めに基づき、外部有識者からなる経営諮問・評価
　委員会が行っており、退職手当に同委員会が決定する業績勘案率を反映している。

該当者なし

内部規程の定めに従い、監査役会において取締役に準じて決定しており、適正な水準と判
断している。

該当者なし

該当者なし

該当者なし

C取締役
（非常勤）

A監査役

B監査役

C常務
取締役

該当者なし

取締役会長
（非常勤）

該当者なし

A取締役
（非常勤）

該当者なし

B常務
取締役

該当者なし

C監査役
（非常勤）

D監査役
（非常勤）

判断理由

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし
A常務
取締役

代表取締役
専務取締役

代表取締役
総裁

代表取締役
副総裁



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況等

　①　常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を含む全ての常勤職員の総数

　②　職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

441 38.7 9,098 6,394 166 2,704
人 歳 千円 千円 千円 千円

428 38.2 8,725 6,147 166 2,578
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 54.1 21,374 14,504 160 6,870

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

区分

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

常勤職員

うち賞与平均年齢

事務・技術

指定職相当職員

うち所定内

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：441人

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
人員

　国会の議決を経て承認された人件費予算の範囲内で、社会一般の情勢に適合したものと
なるように考慮し、国際業務展開を行う民間金融機関等における給与水準、国家公務員に対
する人事院勧告等を踏まえ、労使間の協議を経て決定する。
　また、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）に基づき人件費の管理を行
う。

　職員に求められる役割の実践度の評価及び職員の成果面の評価等を、昇降格、昇降給及
び賞与に反映させている。

　当行の職員給与は、基本給（本俸、等級手当及び扶養手当）、諸手当（超過勤務手当、通
勤手当、住居手当、特別都市手当及び単身赴任手当)及び特別手当に区分される。

　人事院勧告に基づく、本府省の国家公務員の月例給改定（本府省業務調整手当を含む）
を参考に、基本給の引上げ（4.65％）及び賞与の支給月数の引き上げ（0.05ヶ月）を実施。

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：752人



人 歳 千円 千円 千円 千円

35 39.6 20,208 17,568 - 2,640

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 62.1 2,953 2,953 182 - 
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 62.1 2,953 2,953 182 - 

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。
注２：任期付職員、及び非常勤職員は、該当者がいないため記載を省略。

注３：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額
注４：「通勤手当等」は、通勤手当と在宅勤務等手当の合算
注５：常勤職員のうち、指定職相当職員とは、常務執行役員等をいう。

事務・技術

再雇用職員

在外職員



③

注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

マネジメントバンド 18 51.9 20,346

マネージャーバンド 68 45.9 16,676

342 36.0 6,325

⑤

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

0 0 0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 100 100 100

％ ％ ％

         最高～最低 100 100 100

％ ％ ％

0 0 0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 100 100 100

％ ％ ％

         最高～最低 100 100 100

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員)〔在外職員及び再雇用職員を除く。以下、⑤まで同
じ。〕

平均年齢人員

一律支給分（期末相当）

3,152～12,296

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

分布状況を示すグループ

千円

18,751～21,574

年間給与額

11,495～19,242

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

最高～最低

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

非管理職

一般
職員



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

　　①　民間金融機関との比較例

年間平均給与 平均年齢

8,725千円 （注１）

9,859千円 （注2）

　　②　学歴別の人員構成

大学卒 短大卒 高校卒

当行 94.2% 4.4% 1.4%

国家公務員
行政職（一）

65.1% 12.6% 22.3%

　　③　地域別の人員構成

1級地 2級地 その他

当行 97.0% 3.0% 0.0%

国家公務員
行政職（一）

34.2% 7.4% 58.4%

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

1．高い専門性を有する人材の確保
　当行は日本及び国際社会の健全な発展に寄与するため、海外における
大規模プロジェクト向け出融資等の業務を遂行しており、こうした業務を遂
行するためには高度な専門知識（国際金融等）・能力（語学力、国際交渉
力等）を有する人材の確保が必要であるため、大学･大学院卒の割合が高
くなっており、同種の国際業務展開を行う民間銀行等の給与水準を踏ま
え、このような人材確保に見合った給与水準を維持する必要がある。

2．職務環境を踏まえた処遇の反映
　在職地域が東京都特別区に集中していることから、同種の国際業務展開
を行う民間銀行等の給与水準を踏まえ、このような職務環境に見合った給
与水準を維持する必要がある。

3．参考となるデータ

当行

民間金融機関

注1：当行のデータは、常勤職員（事務・技術職員）のもの（38.2歳）。

注2：民間金融機関のデータは、A社（39歳5ヶ月）、B社（40.1歳）、C社（41.8
歳）、D社（40歳10ヶ月）、E社（40.0歳）、F社（40.3歳）各社の平均年間給与
（出所：有価証券報告書（2025年3月期））の平均額。

注１：大学卒には修士課程及び博士課程修了者を、短大卒には高等専門
学校卒業者を含む。
なお、大学卒に含まれる修士課程及び博士課程修了者は、全体の17.3％を
占める。

対国家公務員
指数の状況 ・年齢・学歴勘案　　　　　　　　127．2

内容

・年齢・地域・学歴勘案　　　   113．9

・年齢勘案　　　　　　　 　　　　 129．6

・年齢・地域勘案　　　　　  　　115．7

項目

注2：当行のデータは、常勤職員（事務・技術職員）のもの。

注3：国家公務員のデータは、令和7年国家公務員給与等実態調査出所。

注１：区分は、国家公務員の地域手当支給地区分による。

注2：当行のデータは、常勤職員（事務・技術職員）のもの。

注3：国家公務員のデータは、令和7年国家公務員給与等実態調査出所。



　給与水準の妥当性の
　検証

【講ずる措置】
　当行では、年功によらず人事評価に応じた処遇とする人事制度を導入し
ており、同制度を適正に運用することで人件費の増加を抑制すると共に、こ
れまで国家公務員に準じた給与改定を実施してきている。この結果、本行
のラスパイレス指数（年齢･地域･学歴勘案）は、平成17年度の127.4から令
和7年度の113.9に▲13.5ポイント低下している。翌年度においても、引続き
人事制度を適正に運用することに加えて、職員の早期退職等により人件費
の増加を抑制する。

【次年度に見込まれる対国家公務員指数】
　当行の人事給与制度において、次年度の対国家公務員指数の算定は困
難であるため、次年度の同指数は前年度の数値を仮置きする（129.6程度、
地域・学歴勘案：113.9程度）。

【改善策】
　上述の通り、引続き人事制度を適正に運用することに加えて、職員の早
期退職等により人件費の増加を抑制する。

【給与の目標水準及び具体的期限】
　目標水準：129.6程度、具体的期限：令和8年度末

（法人の検証結果）
　当行は、海外における大規模プロジェクト向け出融資等の国際金融業務
を遂行するにあたり、専門性の高い職務能力が必要であることから、大学
卒以上の割合が高くなっており、高度な専門性を有する人材確保のため同
種の民間金融機関の給与水準等を踏まえる必要がある。
　また、職員全体の給与は、国会の議決を経て決定された人件費予算の範
囲内で適正に執行・管理している。

講ずる措置

（主務大臣の検証結果）
　国際協力銀行においては、業務を遂行するに際して、海外における大規
模プロジェクト向け出融資等、国際金融業務を行うための専門性の高い職
務能力が必要であることから、高度な専門性を有する人材確保のため同種
の民間金融機関の給与水準等を踏まえる必要性がある。
　また、国際協力銀行が、国際的に拠点網を展開し、かつ、職員の転居を
伴う広範囲で頻繁な転勤を要求する勤務環境を形成していることも踏まえ
る必要性がある。
　従って、こうした理由から国際協力銀行の給与水準が国に比べて高く
なっているものと認められる。
　一方で、給与水準は国家公務員を上回っていることから、今後も国家公
務員に準じた人件費削減の取組みを行う等の給与水準の引き下げの努力
が引き続き求められる。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　-％】
（国からの財政支出額 -千円、支出予算の総額1,913,109,085千円：令和7
年度予算）
【累積欠損額 -円（令和6年度決算）】
【管理職の割合22.4％（常勤職員数441名中99名）】
【大卒以上の高学歴者の割合94.2％（常勤職員数428名中403名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合0.6％】
（支出総額1,262,382,673千円、給与・報酬等支給総額7,210,566千円：令
和6年度決算）



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　職員に求められる役割の実践度の評価及び職員の成果面の評価
等を、昇降格、昇降給及び賞与に反映させているところ、当該仕組
みを今後も継続していく方針である。

（扶養親族がいない場合）
　○　２２歳（大卒初任給）
　　　月額 273,400円　年間給与　約4,084,000円
　○　３５歳（調査役）
　　　月額 576,100円　年間給与 　約9,871,000円
　○　５０歳（部長）
　　　月額 1,099,300円　年間給与　約20,013,000円
　※　扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、
　　子1人につき10,000円）を支給（マネジメントバンド職員は
　　支給対象外）



Ⅲ　総人件費について

前年度
（令和6年度）

当年度
（令和7年度）

千円 千円 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

１　人件費削減の基本方針

2　対前年比状況

3 公務員の給与改定に関する取扱いについて

①役員退職手当

②職員退職手当

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

事務・技術職員の定年年齢は60歳である。

　　「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、国家公務員の定員の純減目標
に準じた定員削減の取組を継続し、平成17年度予算定員を基準として5％以上の純減を目標とするこ
とを基本とすることとしていた。平成25年度までに目標を達成済。

　令和7年度においては、①「給与、報酬等支給総額」が前年度比＋5.9%及び②「最広義人件費」では
同＋7.9%となった。これは、①職員数の増加による給与支給額及び②これに伴う社会保険料負担額が
増加したこと及び③国家公務員に準じた給与改定による「給与、報酬等支給総額」の増加等が主な要
因となっている。

　「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、以下の措
置を講ずることとした。

 平成30年4月1日以降は、国家公務員の退職手当削減率（△3.39%）と同水準にて引き下げることとし
た。　なお、措置の開始時期は、役員任期及び取締役会の審議・決定の時期を踏まえ、国家公務員に
係る措置時期（平成30年1月1日）と異なる扱いとした。

 平成31年4月1日以降は、職員の退職手当の基本額の調整率について、100分の87から100分の83.7
へ引き下げることとした。　なお、措置の開始時期は、労働組合との協議・調整に時間を要したことか
ら、国家公務員に係る措置時期（平成30年1月1日）と異なる扱いとした。

1,383,241 46,021 (3.3%)1,429,262

福利厚生費

注：各項目で端数処理を行っているため、各項目の合計が、総額と一致しない場合がある。

最広義人件費

非常勤役職員等給与

716,929 (7.9%)9,759,2879,042,358

退職手当支給額

49,764 52,943 3,179 (6.4%)

501,848 750,681 248,833 (49.6%)

418,894 (5.9%)

区　　分

給与、報酬等支給総額
7,107,504 7,526,398

比較増△減



Ⅴ　その他

特になし。


